
（件名）新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置：検疫強化対象国にハン

ガリーを追加指定 

 

【ポイント】 

●ハンガリー国内で変異ウイルスの感染者が確認されたことを受け、日本政府は、1 月 20

日、ハンガリーを検疫強化対象国に追加指定しました。 

●なお、現在、海外から日本へ入国するすべての方は、国籍を問わず、検疫所へ「出国前 72

時間以内の検査証明書」の提出が必要となっており、今回ハンガリーが検疫強化対象国に指

定されたことにより、これに加えて新たな措置が追加されるものではありません。 

 

【本文】 

1 ハンガリーからの帰国者に対する検疫措置の強化 

(1)   日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置（検疫強化対

象国・地域の追加）に関して、日本政府は、ハンガリー国内で変異ウイルスの感染者が確認

されたことを受け、ハンガリーを検疫強化対象国に追加指定しました。これにより、ハンガ

リーに滞在している日本国籍者が帰国する場合、出国前 72時間以内に検査を受けた新型コ

ロナウイルスの陰性を証明する検査証明書の提出を求められます。 

   なお、現在、海外から日本へ入国するすべての方は、国籍を問わず、検疫所へ「出国

前 72時間以内の検査証明書」の提出が必要となっており、今回ハンガリーが検疫強化対象

国に指定されたことにより、新たな措置が追加されるものではありません。 

検査証明書を提出できない場合は、入国後、検疫所が確保する宿泊施設において待機

が求められ、入国の次の日から起算して３日目に改めて検査を行い、陰性と判定された方に

ついては、宿泊施設を退所し、入国の次の日から起算して 14日間までの残りの期間を自宅

等での待機が求められます。 

また、入国するすべての人について、位置情報の保存等についての誓約書の提出が求

められます。 

   詳しくは、外務省海外安全ホームページをご覧ください。 

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C015.html 

(2)  有効な「出国前検査証明」フォーマットについては、外務省ホームページをご確認く

ださい。 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html 

   なお、必ずしもこのフォーマットを使用する必要はありませんが、検査機関の任意書

式を提出する際には必要事項（氏名、旅券番号、国籍、生年月日、性別、検査手法、検査結

果、検体摂取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日、医療機関名、医療機関所在

地、医師の証明、医療機関公印）が全て英語で明記されていなければなりません。 

(3)  検査証明書を提出する場合も、入国後、従来どおり空港で新型コロナウイルスの検査

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C015.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html


を受けていただくこととなります。結果が陰性と判定された場合、14 日間は自宅等で待機

していただくとともに、待機場所への移動時を含め公共交通機関（国内航空便、電車、バス、

タクシーなど）を使用しないよう要請されていますので、ご留意ください。 

 

2 ハンガリーにおける感染者数 

1月 20日現在，ハンガリーにおける感染者数は 109,405人（累計感染者数 354,252人（前

日比+976）から回復者数 233,232人（前日比+1,317），死者数 11,615人（前日比+95）を引

いた数）となっています。 

 

※新型コロナウイルス関連情報については，当館ホームページにも掲載していますので，是

非ご覧ください。 

https://www.hu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirusinfo.html 

 

【参考】関連情報リンク 

・ハンガリー対策本部ホームページ 

http://abouthungary.hu/ （英語），https://koronavirus.gov.hu （ハンガリー語） 

・日本外務省海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

・厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口（検疫の強化） 

  日本国内から：0120-565-653 

  海外から：+81-3-3595-2176 

・日本文部科学省から日本人留学生への連絡事項 

○留学中の日本人学生の皆さんへ 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00001.htm 

○海外に派遣中・派遣予定であった日本人学生の皆さんの奨学金の取扱いについて 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00002.htm 

 

（問い合わせ先） 

 在ハンガリー日本国大使館領事部 

 （住所）1125 Budapest, Zalai ut 7, Hungary 

 （電話）+36-1-398-3100 

 （FAX）+36-1-275-1281 

 （E-mail）consul@bp.mofa.go.jp 
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